
第５０号議案 

 

   笠松町下水道条例の一部を改正する条例について 

 

 笠松町下水道条例（平成３年笠松町条例第１７号）の一部を改正する条例を次の

とおり制定するものとする。 

 

  令和 ５ 年 ９ 月 ６ 日 提 出 

              笠 松 町 長  古  田  聖  人 

 

 

   笠松町下水道条例の一部を改正する条例 

 

 第１条 笠松町下水道条例（平成３年笠松町条例第１７号）の一部を次のように

改正する。 

第１８条第１項中「合計額」の次に「（次条第２項の規定により設置した計量

器があるときは、その使用料を加えた額）」を加え、同条第２項を削る。 

第２０条中「基本使用料」を「使用料（超過使用量を除く。）」に改める。 

別表を次のように改める。 

別表（第１８条関係） 

基本使用料（１

使用月につき） 

超過使用料（１使用月１立方メートル

につき） 

計量器使用料（１

使用月１個につ

き） 排除量１０立

方メートルま

で 

排除量１０立方

メートルを超え

て５００立方メ

ートルまで 

排除量５００立方

メートルを超える

もの 

１，２８７円 １４３円 １６６円 １９５円 

 第２条 笠松町下水道条例の一部を次のように改正する。 

別表中「１，２８７円」を「１，３５０円」に、「１４３円」を「１５０円」

に、「１６６円」を「１７４円」に、「１９５円」を「２００円」に改める。 

 



   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和

７年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例第２条による改正後の笠松町下水道条例の規定は、この条例の施行の

日（以下「施行日」という。）以後の公共下水道の使用に係る使用料について適用

する。ただし、施行日前から継続している公共下水道の使用であって、施行日以

後初めて支払を受ける権利が確定する使用料については、なお従前の例による。 


